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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部縁（４１）と下部縁（４２）を有し、液体を受け入れるための内部空間（９）を画
定する内側側壁（４）と、
　前記内側側壁（４）の外側に配置され、上部縁（３１）と下部縁（３２）を有する外側
側壁（３）と、
　中に前記内側側壁（４）の前記上部縁（４１）を保持する内側保持要素（１６２）と、
中に前記外側側壁（３）の前記上部縁（３１）を保持する外側保持要素（１６１）とを有
する保持構造物（１）と、
　前記保持構造物（１）に取り付けられ、前記保持構造物（１）に対し前記外側側壁（３
）の前記下部縁（３２）を固定する固定要素（６）と、
　前記内部空間（９）の下部を画定する底部要素（５）と、を備え、
　前記内側側壁（４）及び前記外側側壁（３）はそれぞれ、実質的に、上方及び下方に開
いた円筒形の形をしている二重壁液体容器。
 
【請求項２】
　前記内側側壁（４）と前記外側側壁（３）が互いに透明であり、前記保持構造物（１）
が、前記内側側壁（４）と前記外側側壁（３）を通して外部から前記内部空間（９）を見
ることができるように形成される、請求項１に記載の二重壁液体容器。
【請求項３】
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　前記内側側壁（４）はガラスから製造され、前記外側側壁（３）はポリカーボネート（
ＰＣ）から製造される、請求項１及び２のいずれかに記載の二重壁液体容器。
【請求項４】
　前記内側保持要素（１６２）と前記外側保持要素（１６１）がそれぞれ、円周溝として
構成される、請求項１～３のいずれか１に記載の二重壁液体容器。
【請求項５】
　底部要素（５）を有し、この要素が前記固定要素（６）上にのり、前記内側側壁（４）
とともに前記内部空間（９）を画定する、請求項１～４のいずれか１に記載の二重壁液体
容器。
【請求項６】
　前記内側側壁（４）が下部縁（４２）を有し、前記底部要素（５）が、前記固定要素（
６）と前記内側側壁（４）の前記下部縁（４２）との間に配置される、請求項５に記載の
二重壁液体容器。
【請求項７】
　加熱装置（５３）を有するウォーターケトルであり、前記底部要素（５）が、前記加熱
装置（５３）に接続される加熱プレート（５）を形成する、請求項５及び６のいずれかに
記載の二重壁液体容器。
【請求項８】
　前記底部要素（５）が内側溝（５２）を有し、この溝内に前記内側側壁（４）が延びる
、請求項６及び７のいずれかに記載の二重壁液体容器。
【請求項９】
　前記保持構造物（１）の前記内側保持要素（１６２）及び／又は前記底部要素（５）の
前記内側溝（５２）内に封止用コンパウンドを設け、前記内側側壁（４）を前記保持構造
物（１）に対して又は前記底部要素（５）に対して液密に封止する、請求項８に記載の二
重壁液体容器。
【請求項１０】
　前記封止用コンパウンドが接着剤である、請求項９に記載の二重壁液体容器。
【請求項１１】
　前記内側側壁（４）と前記固定要素（６）との間に、前記内側側壁（４）及び前記固定
要素（６）と比べてかなり柔軟な材料から製造される、前記内側側壁（４）を支持する少
なくとも１つの支持要素（１０）が配置される、請求項１～１０のいずれか１に記載の二
重壁液体容器。
【請求項１２】
　前記固定要素（６）及び前記保持構造物（１）がともに外側溝を画定し、この溝の中へ
前記外側側壁（３）が延びる、請求項１～１１のいずれか１に記載の二重壁液体容器。
【請求項１３】
　前記固定要素（６）が、前記外側側壁（３）の外径にほぼ相当する外径を有する固定リ
ングとして形成される、請求項１～１２のいずれか１に記載の二重壁液体容器。
【請求項１４】
　前記保持構造物（１）が下方に開いているように形成され、液体容器の製造時、前記固
定要素（６）を下側から前記保持構造物（１）に挿入することができる、請求項１～１３
のいずれか１に記載の二重壁液体容器。
【請求項１５】
　前記保持構造物の底部要素の下方を閉じるための下部端部プレート（１３）をさらに備
え、前記端部プレートが前記固定要素（６）に留め付けられる、請求項１４に記載の二重
壁液体容器。
【請求項１６】
　前記固定要素（６）が少なくとも１つの第１のラッチ構造物（６４）を有し、前記保持
構造物（１）が少なくとも１つの第２のラッチ構造物（１１１）を有し、これらが、前記
固定要素（６）を前記保持構造物（１）内にラッチすることができるように、互いに対し
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相補的に形成される、請求項１～１５のいずれか１に記載の二重壁液体容器。
【請求項１７】
　前記内部空間（９）から液体を注ぎ出すために、前記保持構造物（１）が注ぎ口（１４
）を有する、請求項１～１６のいずれか１に記載の二重壁液体容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二重壁液体容器に関する。これは、特にウォーターケトル（Ｗａｓｓｅｒｋ
ｏｃｈｅｒ）であってよい。
【背景技術】
【０００２】
　特に断熱容器の形をした液体容器は公知であり、熱い又は冷たい飲み物をできる限り長
時間保つことができる。断熱性を高めるために、この種の液体容器は、通常、二重壁構造
を有する。
【０００３】
　たとえば、特許文献１に開示されるように、二重壁の断熱容器は、従来、全体が二重壁
のガラス容器が周囲カバー内に保持されるように構成される。しかしながら、これらの液
体容器の場合、ガラス、特に二重壁のガラス容器の割れやすさが問題である。
【０００４】
　特許文献２は、ガラス本体の形をした第１の容器がプラスチックから製造される第２の
容器に挿入される液体容器を開示する。この場合、２つの容器が周囲カバー容器内に保持
される。
【０００５】
　別の種類の液体容器は、一体化された加熱装置とホットプレート上に支えられるコーヒ
ーポットとを備えたウォーターケトルに関する。これらの液体容器の場合、底部は通常、
上述の断熱容器とは対照的に、熱エネルギーを加熱用液体にできるだけ良好に熱伝導でき
るように構成される。従って、これらの液体容器の場合、底部は一重壁に形成される。
【０００６】
　これらの液体容器は、また、多くの場合、二重壁の側壁を有する。この理由は、例えば
、内壁にはガラス又は高級スチール等の材料を選ぶが、この材料は、食品と接触するのに
有利な特性を有するものの、液体容器の外側構造物の製造には適しないからである。例え
ば、ガラスは、無臭で洗浄が簡単であるから、とりわけ食品との接触には最適である。し
かしながら、既に述べたように、ガラスは割れやすく、プラスチックに比べて成形のしや
すさという点でかなり劣る。この理由のために、内壁は、多くの場合、例えば特許文献３
に開示のウォーターケトルの場合のように、外側のカバー構造物内に保持される。
【０００７】
　特許文献４には、内側容器が周囲構造物内に保持され、同時にこれにより保護されると
いった、さらなるウォーターケトルが開示される。
【０００８】
　特許文献５には、内壁をカバー内に保持する、一重壁の底部を有する特に簡単な構造の
液体容器が開示される。この液体容器は断熱容器である。この場合、内壁は、カバー上に
ねじ止めできるボタン部分により、カバーに取り付けられた上部封止要素に押し付けられ
、これにより、カバー内に固定される。
【０００９】
　従って、これら一重壁の底部を備えた二重壁の液体容器の場合、外側構造物は、第１に
、保護又は断熱のためのカバー機能を行い、第２に、内側容器に対する保持機能を行う。
しかしながら、外側構造物は、同時にこれら２つの機能を行わなければならないため、こ
れらの構成、とりわけ材料の選択に関し、相反する要求がなされる。従って、例えば、保
護又は断熱性は良好であるが、成形性が乏しく、比較的壊れやすく、それゆえ保持機能を
実行するには適しない材料は、外側構造物に使用することができない。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】ＤＥ　８９　０８　５３２
【特許文献２】ＤＥ　８８　１３　５９１
【特許文献３】ＥＰ　０　１７５　２３１
【特許文献４】ＣＮ　２００９７３６２２
【特許文献５】ＣＮ　２０１０１６０３７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、本発明の目的は、内側側壁を保持する機能とカバーする機能をそれぞれ最適に
することができる、任意の所望する構造の底部を備えた二重壁液体容器を明記することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的を達成するために、請求項１に記載の液体容器を提案する。本発明の有利な構
造は、従属請求項に示す。
【００１３】
　以下、上方、下方、上側、下側、上部、下部等の方向及び配置の詳細は、それぞれ、目
的通りに組み立てられ、重力方向に関し水平な面上に直立する液体容器について言及する
。液体容器が注ぎ口を有する場合、この注ぎ口は上部に配置され、液体容器の底部が下部
にある。内側の、内側へ、外側の、外側へ等の詳細は、それぞれ、液体容器の内部空間に
関して理解されるべきものである。
【００１４】
　従って、本発明は、以下の特徴を有する二重壁液体容器を提供する：
－上部縁を有し、液体を受け入れるための内部空間を画定する内側側壁、
－前記内側側壁の外側に配置され、上部縁と下部縁を有する外側側壁、
－中に前記内側側壁の上部縁が保持される内側保持要素と、中に前記外側側壁の上部縁が
保持される外側保持要素とを有する保持構造物、及び
－前記保持構造物に取り付けられ、前記保持構造物に対し前記外側側壁の下部縁を固定す
る固定要素。
【００１５】
　従って、外側側壁、及び好ましくは内側側壁も、固定要素を用いて保持構造物内に固定
される。保持構造物内に固定要素を用いて保持される２つの側壁が提供されるため、製造
が容易で、任意の所望の構成をした底部を有し、内側側壁の保持及びカバー機能が構造的
に分離される二重壁液体容器が提供される。外側側壁がカバー機能を行うのに対し、保持
構造物は、特に、内側側壁を保持するのに役立つ。外側側壁と保持構造物は、それぞれの
機能に最も適した異なる材料から製造することができる。さらに、特に、通常外部から最
もよく目につく保持構造物は、実質的には、任意の所望の構造をとることもでき、とりわ
け、開口部、窓等を有することもできる。たとえ、保持構造物が内側及び外側側壁を囲む
閉じられたカバーを形成しなくとも、内側側壁は外側側壁によって外部の影響から保護さ
れる。
【００１６】
　内側側壁の形状は、液体容器の縦方向を決める。好ましくは、内側側壁と、特に好まし
くは外側側壁も、ほぼ円筒形の形をしており、その結果、液体容器の半径方向をも決める
。
【００１７】
　保持構造物は、通常、液体容器の縦方向に沿って、内側及び外側側壁を越えて下方及び
上方へと延びる。その際、固定要素は内側及び外側側壁の下方で保持構造物に取り付けら
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れ、内側及び外側側壁が縦方向において保持構造物に対し位置固定され、それにより保持
構造物の内側又は外側保持要素にしっかりと保持されると有利である。この点において、
外側側壁は、特に、保持構造物の外側保持要素と固定要素との間に挟み込むことができる
。同様に、内側側壁は、保持構造物の内側保持要素と固定要素との間に挟み込むことがで
きる。従って、固定要素は、特に、外側側壁の下部縁又は外側側壁に一定の接触圧を及ぼ
すことができる。
【００１８】
　内側側壁と外側側壁は、好ましくはそれぞれ透明であり、保持構造物は好ましくは、内
側側壁と外側側壁を通して外部から内部空間が見えるように形成される。保持構造物は、
有利には、上に内側及び外側保持要素が配置される上部ベースリングと、固定要素を取り
付けることのできる下部ベースリングを有し、これら２つのベースリングは、支柱を用い
て互いと接続される。液体容器の内部空間を見通せる窓開口部が、ベースリングと支柱と
の間に存在する。特に、上部ベースリングから下部ベースリングへと延びることの可能な
取っ手を、保持構造物に取り付けることもできる。
【００１９】
　内側側壁をガラスから製造し、外側側壁をポリカーボネート（ＰＣ）等のプラスチック
から製造することが好ましい。しかしながら、内側側壁をプラスチック、例えばポリカー
ボネートから製造することも可能である。逆に、外側側壁をガラスから製造することも可
能であろう。ガラスは、特に、食品と直接接触するのに非常に適している。従って、外側
側壁をポリカーボネート等のプラスチックから製造することは非常に有利である。なぜな
ら、この材料は、ガラスに比べてより耐久性があり、頑丈で、壊れにくいからである。ポ
リカーボネートは比較的硬く頑丈な材料であり、そのため、外側側壁のカバー機能によく
適する一方で、本発明の液体容器の保持構造物は、ポリカーボネートに比べて成形しやす
く、弾力性がより高いゆえに、保持機能を行うのにより適する別のプラスチックから構成
することができる。
【００２０】
　原理的には、内側側壁を下方に閉じるように形成して、それにより内部空間を下方に画
定する底部を形成することも考えられる。しかしながら、好ましい実施形態では、内側側
壁と外側側壁はそれぞれ、実質的に、上方及び下方の両方に開いた円筒形である。その結
果、内側及び外側側壁は、製造が特に容易になる。
【００２１】
　好ましくは、内側保持要素は、溝として構成され、特に円周状であってよい。その際、
内側側壁の上部縁はこの内側溝に受け入れられる。外側保持要素もまた、好ましくは溝と
して構成され、特に円周状であり、外側側壁の上部縁がこの外側溝に受け入れられる。
【００２２】
　内部空間の底部は、例えば、固定要素により形成することができる。しかしながら、液
体容器は、好ましくは、底部要素を有し、この要素が固定要素上にのり、内側側壁ととも
に、液体容器の内側空間を画定する。底部要素は、この点において、好ましくは、固定要
素と内側側壁の下部縁との間に配置され、特に挟み込まれる。その際、内側側壁は、保持
構造物の内側保持要素と底部要素との間に配置され、特に底部要素上にのる。
【００２３】
　特に好ましい実施形態では、液体容器は、加熱装置を有するウォーターケトルである。
この場合、底部要素は好ましくは加熱プレートを形成し、このプレートが加熱装置に接続
される。底部要素は、その際、通常、熱伝導のよい材料、好ましくは金属から製造され、
特に、下側に加熱コイルを有する。しかしながら、例えば、薄いフィルム状の加熱要素で
あってもよい。
【００２４】
　好ましくは、底部要素は内側溝を有し、この溝へと内側側壁が延びる。これは、第一に
、保持構造物の内側保持要素とベース要素との間に内側側壁を固定し、第二に、内側側壁
と固定要素の間にベース要素を固定する。さらに、底部要素と内側側壁をそれぞれ、半径



(6) JP 6042895 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

方向に固定することもできる。底部要素の内側溝は、円周状であると有利である。
【００２５】
　好ましくは、保持構造物の内側保持要素の中及び／又は底部要素の内側溝の中に封止用
コンパウンドを入れて、保持構造物に対し、又は底部要素に対し、液密に内側側壁を封止
する。この封止用コンパウンドは、特に、接着剤、例えばロックタイト（Ｌｏｃｔｉｔｅ
TM）であってよい。
【００２６】
　有利には、内側側壁と固定要素との間に、内側側壁及び固定要素に比べてかなり柔軟な
材料から製造される少なくとも一つの支持要素を配置し、その結果、この支持要素は、内
側側壁の長さの寸法決めに関して製作公差の補償に適する。支持要素は、特にシリコーン
から製造することができ、固定要素に取り付けられるのが好ましい。この場合、支持要素
は、支持プラグとして形成され、固定要素上に形成される開口部を通って液体容器の縦方
向に延び、内側側壁の下部縁の方に向けられる支持面を有する。保持構造物の内側保持要
素と固定要素の間に底部要素が配置される場合、この底部要素は、少なくとも１つの支持
要素上にのるのが好ましい。
【００２７】
　有利には、固定要素と保持構造物はともに外側溝を画定し、この溝内に外側側壁が延び
る。これにより、外側側壁は半径方向にも固定される。好ましくは、固定要素と保持構造
物とにより画定されるこの外側溝は、固定要素上に形成される、液体容器の縦方向に対し
傾斜する側方の内面を有し、外側側壁を固定要素により半径方向外側に押す。
【００２８】
　好ましい実施形態では、固定要素は固定リングとして形成される。固定リングは、外側
側壁の外径にほぼ対応する外径を有することが有利である。特に好ましくは、固定リング
は特に円周方向に、保持構造物の内面に当接する外面を有する。液体容器が支持要素を有
する場合、これらの支持要素を受け入れるための開口部を有する１又はそれ以上の構造物
が、好ましくは固定リングの内側に取り付けられる。
【００２９】
　有利には、保持構造物は下方に開くように形成され、液体容器の製造時、固定要素を下
から保持構造物に導入できる。これにより、第一に、内側及び外側側壁を保持構造物に挿
入し、その後固定要素を用いて下から固定するというように、液体容器の特に簡単な製造
が可能となる。
【００３０】
　保持構造物が下方に開いているように形成される場合、液体容器は、好ましくは、保持
構造物を下方に閉じるための下部端部プレートを有する。原理的には、固定要素は、この
端部プレートを形成することができる。しかしながら、有利には、別個の端部プレートを
形成し、好ましくはこれを固定要素に留め付ける。特に好ましくは、端部プレートを、ね
じを用いて固定要素に留め付ける。固定要素を、構造物を内側に取り付けた固定リングと
して構成する場合、例えば、構造物の上にそれぞれ雌ねじを備えたスリーブを設けて、こ
の構造物を留め付けに用いることができる。液体容器がウォーターケトルである場合、液
体容器を、電気主幹に接続される接続ベースに簡単な方法で接続できるように、プラグ接
続部を特に端部プレートに設ける。
【００３１】
　好ましくは、固定要素は、少なくとも１つの第１のラッチ構造物を有し、保持構造物は
、少なくとも１つの第２のラッチ構造物を有し、これらは、固定要素が保持構造物へとラ
ッチされ得るように、互いに相補的に形成される。これにより、保持構造物への固定要素
の取り付けを特に簡単にすることができる。この場合、ラッチ構造物は、最初に保持構造
物に一度留め付けられた固定要素が、破壊によってしか保持構造物から再び取り外すこと
ができないように形成することができる。ラッチ構造物は、特に、ラッチノッチとラッチ
突起であってよい。
【００３２】
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　液体容器は、外部から内部空間を閉鎖するために蓋を有することができる。蓋は保持構
造物に特に旋回可能に取り付けることができる。
【００３３】
　さらに、保持構造物は、内部空間から液体を注ぎ出すために、注ぎ口を有することがで
きる。この注ぎ口は保持構造物の上部縁の領域に形成されることが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態の二重壁液体容器の斜視図である。
【図２】図２は、図１の液体容器の、II－II平面での中央断面図である。
【図３】図３は、図２の破線によって示される領域の拡大図である。
【図４】図４は、図１の液体容器の、II－II平面での中央断面図であり、接続ベース、端
部プレート及び固定リングを備えない。
【図５】図５は、図１の液体容器の、IV－IV平面での中央断面図である。
【図６】図６は、図５の破線によって示される領域の拡大図である。
【図７】図７は、図１の液体容器の固定リングの斜め下からの斜視図である。
【図８】図８は、本発明の第２の実施形態の二重壁液体容器の中央断面図である。
【図９】図９は、図８の破線によって示される領域の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明の好ましい実施形態は、説明するためだけのものであって、本発明を限定するも
のとして解釈されるべきではないが、図をもとに以下に説明する。
【００３６】
　図１から７は、ここではウォーターケトルとして形成される、二重壁液体容器の本発明
による第１の実施形態を示す。液体容器は、保持構造物１、外側側壁３、内側側壁４と、
これら２つの側壁３及び４を保持構造物１に留めつける固定リング６を有する。ここでは
、２つの同軸に配置される側壁３及び４は、上部溝１６１及び１６２に固定リング６によ
って固定され、これら溝は、保持構造物１上に形成され、保持要素を形成する。加熱プレ
ート５とともに、内側側壁４はウォーターケトルの内部空間９を画定し、この場合、この
内部空間が液体又は水を受け入れる。
【００３７】
　ウォーターケトルの保持構造物１は、特に図１に容易に確認できる。本例示の実施形態
では、保持構造物は、下部ベースリング１１と上部ベースリング１２を有し、これらは接
続ウェブ１７を介して互いに接続される。ベースリング１１及び１２と接続ウェブ１７の
間には窓開口部が形成される。これらは、任意の所望の形状であってよいが、ここではそ
れぞれ矩形である。保持構造物１は、液体を注ぎ出すための注ぎ口１４を有し、この場合
、上部ベースリング１２の上部縁に配置される。さらに、保持構造物１には取っ手１５が
取り付けられ、取っ手には、ウォーターケトルのスイッチを入れたり切ったりするための
押しボタン１５１を配置することもできるし、ウォーターケトルの操作状態を表示するた
めの状態ディスプレイ１５２を配置することもできる。
【００３８】
　図２に示すように、保持構造物１は上方及び下方に開いているように形成される。この
種の構造により、例えば液体容器の製造時、側壁３及び４を下から保持構造物１へと導入
することができる。同様に、製造時、保持構造物１の下方を端部プレート１３で閉じる前
に、加熱プレート５と固定リング６を保持構造物１に導入することができる。ウォーター
ケトルの場合に通常設けられるように、端部プレート１３は、水を加熱するため電気主幹
に接続可能な接続ベース７との電気的接続が確立できるように、中央プラグ接続部を有す
る。この種のプラグ接続部は先行技術より公知である。
【００３９】
　保持構造物１は、特に留め付け構造物１６を有し、これは、上部ベースリング１２の注
ぎ口１４の真下に配置され、保持構造物１の内側へと半径方向に突出する。内側側壁４の
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上部縁４１を受けいれるための、下方に開いた内側溝１６２が留め付け構造物１６上に形
成される。この場合、内側溝１６２は円周状である。さらに、留め付け構造物１６は同様
に下方に開いた外側溝１６１を上部ベースリング１２の内面とともに形成し、この外側溝
も同様に円周状であり、外側側壁３の上部縁３１を受け入れる。
【００４０】
　図４からは、保持構造物１の下部ベースリング１１がその内側にラッチノッチ１１１を
有するのがわかる。図１から７に示すウォーターケトルの場合、ラッチノッチ１１１が５
つある。言うまでもないが、ラッチノッチ１１１は５つより多くても少なくてもよい。ラ
ッチノッチ１１１は、保持構造物１に固定リング６を留め付けるために役立つ。
【００４１】
　保持構造物１には、内部空間９を閉鎖するための、蓋面２２を有する旋回可能な蓋２が
取り付けられる。蓋２には押しボタン２３が設けられる。蓋２は、押しボタン２３を操作
すると自動的に上方に旋回するように、保持構造物１にばねを介して接続される。注ぎ口
１４の領域には、スクリーンインサート（Ｓｉｅｂｅｉｎｓａｔｚ）が設けられ、液体を
注ぎ出す際、例えば剥がれた石灰のかす等の固体成分を押しとどめる。
【００４２】
　保持構造物１は、好ましくは、射出成形法にて、プラスチックから一部品に製造される
。
【００４３】
　図２から６に確認できる外側側壁３は、ほぼ中空の円筒形であり、上方及び下方にも開
いているように形成される。本例示の実施形態では、図３から明らかなように、側壁３の
下部端部領域に、円周状の斜めになった内面３３が設けられ、この部分の外側側壁３の壁
厚は、下部縁３２に向かって下方へと細くなる。この斜めの内面３３のすぐ上には、円周
状の、半径方向内側に突出する肩部が形成され、加熱プレート５のセンタリングに役立つ
。
【００４４】
　内部空間９を外側からユーザに見えるようにするため、外側側壁３は好ましくは、透明
な材料から製造される。破壊抵抗を高めるために、好ましくは、特にポリカーボネート（
ＰＣ）等のプラスチックである。
【００４５】
　図２から６に確認できる内側側壁４は、ほぼ中空の円筒形であり、上方及び下方ともに
開いているように形成される。これは、上部縁４１と下部縁４２を有し、これらはともに
円周のビードを形成する。
【００４６】
　内側側壁４は、好ましくは透明形状である。その結果、内部空間９を外から見ることが
できる。内側側壁４は内部空間９内に入れられた水と接触するため、特に好ましくはガラ
スから製造される。しかしながら、あるいは、例えば高級スチールから製造されてもよい
。
【００４７】
　底部面５１を有する加熱プレート５は、内部空間９に対し底部要素を形成する。加熱プ
レート５の下側には加熱コイル５３が取り付けられ、内部空間９内に入っている液体を加
熱する。底部面５１は、円周状の上方に開いた溝５２により囲まれる。溝５２は内側側壁
４の下部縁４２を受けいれる。本例示の実施形態では、溝５２は底部面５１の下にわずか
にずらして配置される。
【００４８】
　加熱プレート５は従来通り、特に金属等の熱伝導のよい材料から製造される。
【００４９】
　固定リング６の構造は、とりわけ図７から容易にわかる。固定リング６は環状であり、
この場合、図２に示すように、その外面が保持構造物１の下部ベースリング１１の内面に
当接するような寸法となっている。固定リング６を保持構造物１のこの位置に留め付ける
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ために、固定リングの外側にはラッチ突起６４が設けられ、これらは、その数、配置及び
構造に関して、保持構造物１のラッチノッチ１１１に相補的に形成される。それにより、
固定リング６は、保持構造物１とラッチ接続するように構成される。ここでは、ラッチ突
起６４はそれぞれ、ベースリング１１の隣接する内壁に垂直な半径方向に延びる下面を有
する。一方、ラッチ突起６４の上面は、長手方向と半径方向に対し斜めに形成されるため
、固定リング６は保持構造物１に挿入されると容易にラッチする。好ましくは、最初のラ
ッチ後、このラッチ接続は、破壊することによってのみ再び分離できる。これにより、加
熱プレート５と端部プレート１３の間のウォーターケトルの内部に、使用者がアクセスで
きなくなる。
【００５０】
　固定リング６は、この場合、ラッチ突起６４の領域において、ラッチ突起６４の領域の
間にある領域においてより、それぞれ、わずかにさらに下方に延びる。これにより、固定
リング６の上部縁は単一面で延びるが、下部縁は波形を描く。
【００５１】
　上方に向かって、固定リング６は円周押圧要素６５を有し、これは特に図２及び３の断
面図で容易に分かる。押圧要素６５は、固定リング６の内壁の、上部縁の領域に取り付け
られ、ここから上部縁を越えて上方に延びる。固定リングの上部縁から延びる押圧要素６
５の外面は、横断面において、保持構造物１の下部ベースリング１１の内壁から上方へ遠
ざかるような傾斜を有する。こうして、固定リング６の押圧要素６５は下部ベースリング
１１の内壁とともに下部溝を形成し、この溝は、外側側壁３の下部端部領域に対し相補的
な構造を有する。従って、この下部溝は、外側側壁３の下部縁３２を受け入れるように働
く。押圧要素６５の斜面、及び、この場合外側側壁３の下部端部領域の斜面は、外側側壁
を上方及び半径方向外側の両方に押すという効果を有する。固定リング６の上部縁は、外
側側壁３の下部縁３２を支えるように働く。
【００５２】
　内側に突出する留め付け構造物６１は、固定リング６の内側に等間隔に取り付けられる
。本例示の実施形態では、留め付け構造物６１を４つ設けているが、もちろん、それより
多くても少なくてもよい。留め付け構造物６１はそれぞれ接続プレート６２を有し、この
プレートは固定リング６の内面に垂直に内側へと延び、プレートの下側には、雌ねじを備
えた下方に延びるスリーブ６３が取り付けられている。スリーブ６３は、半径方向に延び
る補強支柱を介して固定リング６の内面に接続することができる。このスリーブ６３は、
ねじを用いて端部プレート１３に固定リング６を接続するように働く。固定リング６は、
射出成形法にてプラスチックから一部品として製造することが好ましい。
【００５３】
　留め付け構造物６１の接続プレート６２にはそれぞれ２つの開口部６６が形成され、周
方向においてスリーブ６３の前及び後ろにそれぞれ配置される。開口部６６は、支持プラ
グ１０を受け入れる。これらの支持プラグ１０は固定リング６に比べて柔軟な材料から製
造される。これは、好ましくはシリコーンである。図５及び６から分かるように、支持プ
ラグ１０は加熱プレート５を支える。言うまでもないが、別の実施形態では、内側側壁４
が支持プラグ１０の上に直接、その下部縁４２でのることも可能である。この場合支持プ
ラグ１０は、これらの柔軟な構造により、特に、内側側壁４の寸法に関して、一定の製作
公差を補償するのに役立ち、その結果、固定リング６は、それでもなお、内側側壁４の下
部縁４２上に一定の接触圧を及ぼす。
【００５４】
　液体容器の製造時、内側側壁４と外側側壁３が、保持構造物１の内側溝１６２と外側溝
１６１にそれぞれ挿入される。その後、加熱プレート５の周囲溝５２が内側側壁４の下部
縁４２を受け入れるように、加熱プレート５が下側から保持構造物１に挿入される。そし
て、固定リング６が、ラッチ突起６４によりラッチノッチ１１１にラッチ又はスナップ留
めされる。これにより、外側側壁３と内側側壁４は、保持構造物１の留め付け構造物１６
と固定リング６との間に固定される。さらに、この例示の実施形態では、加熱プレート５
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も、固定リング６と留め付け構造物１６又は内側側壁４との間に固定される。最後に、保
持構造物１は、端部プレート１３を固定リング６にねじ止めすることにより、端部プレー
ト１３によって底部を閉鎖される。あるいは、固定リング６を保持構造物に挿入する前に
固定リング６に端部プレート１３をねじ止めすることもできるし、又は端部プレートを別
の方法、例えば接着、溶接等で、固定リングに接続することもできる。
【００５５】
　封止用コンパウンドは好ましくは、保持構造物１の内側溝１６２及び加熱プレート５の
溝５２内に設けられ、保持構造物１又は加熱プレート５に対し内側側壁４を液密に封止す
る。これらの封止用コンパウンドは、好ましくは、接着剤、例えばロックタイト（Ｌｏｃ
ｔｉｔｅTM）である。同様に、好ましくは、接着材の形での封止用コンパウンド、例えば
ロックタイト（ＬｏｃｔｉｔｅTM）を、保持構造物１の外側溝１６１、及び、固定リング
６と保持構造物１の両方により形成される下部溝のそれぞれに設けることができる。
【００５６】
　図８及び９は、本発明による液体容器のさらなる実施形態を表す。図１から７に示した
実施形態とは対照的に、この場合、保持構造物１の内面とともにではなく、固定リング６
だけで、外側側壁３の下部縁３２用の下部溝が形成される。内側側壁４と同様に、外側側
壁３はさらに、上部縁３１及び下部縁３２の領域それぞれに、周囲ビードを有する。
【００５７】
　本発明は、もちろん、上記の例示の実施形態に限定されず、多数の変更が可能である。
従って、例えば、加熱プレートを内側側壁４と固定リング６との間に必ずしも固定しなけ
ればならないことはなく、保持構造物又は内側側壁に別の望ましい方法で取り付けること
もできる。液体容器は、必ずしもウォーターケトルのように形成されなくてもよい。内側
及び外側側壁はそれぞれ、固定部材を形成するだろう端部プレート上にその下部縁でのる
こともできる。保持構造物及び固定要素上のラッチノッチとラッチ突起の役割は、もちろ
ん、入れ替えることもできる。さらなる多数の変更が可能である。
【符号の説明】
【００５８】
１　　　保持構造物
１１　　下部ベースリング
１１１　ラッチノッチ
１２　　上部ベースリング
１３　　端部プレート
１４　　注ぎ口
１５　　取っ手
１５１　押しボタン
１５２　状態表示部
１６　　留め付け構造物
１６１　外側溝
１６２　内側溝
１７　　接続ウェブ
 
２　　　蓋
２２　　蓋面
２３　　押しボタン
 
３　　　外側側壁
３１　　上部縁
３２　　下部縁
３３　　傾斜内面
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４　　　内側側壁
４１　　上部縁
４２　　下部縁
 
５　　　加熱プレート
５１　　底部面
５２　　溝
５３　　加熱コイル
 
６　　　固定リング
６１　　留め付け構造物
６２　　接続プレート
６３　　スリーブ
６４　　ラッチ突起
６５　　押圧要素
６６　　開口部
 
７　　　接続ベース
８　　　スクリーンインサート
９　　　内部空間
１０　　支持プラグ
 
 
 

【図１】 【図２】

【図３】
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